
 

 

埼玉県救急救命士養成教育訓練運営会議の開催について 

 

令和７年４月１日施行   

令和８年４月１日一部改正 

 

 

１ 趣旨 

救急救命士養成教育訓練の効率的な運営を図るため、埼玉県救急救命士養成教育訓

練運営会議（以下「運営会議」という。）を開催する。 

 

２ 調整事項 

運営会議は、次の事項について調整する。 

（１）救急救命士養成教育訓練に関すること 

 イ 教育カリキュラムに関すること 

 ロ 教員の選任に関すること 

 ハ 臨床実習に関すること 

（２）救急救命士養成教育訓練以外の教育訓練に関すること 

（３）その他救急救命士養成教育訓練に関し、必要な事項 

 

３ 構成 

（１）運営会議の構成は、別紙のとおりとする。 

（２）運営会議に、議長及び副議長を置き、構成員の互選により選任する。 

（３）議長は、必要があると認めるときは、構成員を追加し、又は関係者の出席を求

めることができる。 

 

４ 運営 

（１）議長は、会務を総括し、議長に事故があるときは、副議長がその職務を代理す

る。 

（２）運営会議は、専門的な事項について検討する必要があると認めたときは、専門

部会を開催することができる。 

（３）運営会議の庶務は、埼玉県消防学校救急救命士養成担当において処理する。 

（４）前各項に定めるもののほか、運営会議の運営に関する事項その他必要な事項は、

議長が定める。 

（５）「埼玉県救命士養成教育訓練運営検討委員会設置要綱の廃止について」による

廃止前の埼玉県救命士養成教育訓練運営検討委員会の下で開催された検討等につ

いては、運営会議に引き継ぐものとする。 
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